
議案第１３４号 

さいたま市給水条例等の一部を改正する条例の制定について

さいたま市給水条例等の一部を改正する条例を次のように定める。

平成２５年９月４日提出

さいたま市長 清 水 勇 人

さいたま市給水条例等の一部を改正する条例

 （さいたま市給水条例の一部改正）

第１条 さいたま市給水条例（平成１３年さいたま市条例第２７８号）の一部を次の

ように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （料金の徴収方法）  （料金の徴収方法）

第３４条 料金は、納入通知書による払込み、口座

振替又は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２３１条の２第６項の規定による指定をした者

による納付の方法により、定例日の属する月分及

びその前月分として隔月に徴収する。

第３４条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法

により、定例日の属する月分及びその前月分とし

て隔月に徴収する。

２ ［略］ ２ ［略］

 （さいたま市下水道条例の一部改正）

第２条 さいたま市下水道条例（平成１３年さいたま市条例第２７０号）の一部を次

のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。



 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（使用料の徴収） （使用料の徴収）

第１６条 公共下水道の使用料（以下「使用料」と

いう。）は、納入通知書による払込み、口座振替

又は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２

３１条の２第６項の規定による指定をした者によ

る納付の方法により、定例日（使用料の算定基準

日として市長があらかじめ隔月に定めた日をいう。

以下同じ。）の属する月分及びその前月分として

隔月に徴収する。

第１６条 公共下水道の使用料（以下「使用料」と

いう。）は、納入通知書又は口座振替の方法によ

り、定例日（使用料の算定基準日として市長があ

らかじめ隔月に定めた日をいう。以下同じ。）の

属する月分及びその前月分として隔月に徴収する。

２～５ ［略］ ２～５ ［略］

 （さいたま市南下新井汚水処理施設条例の一部改正）

第３条 さいたま市南下新井汚水処理施設条例（平成１７年さいたま市条例第１３１

号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（使用料の徴収） （使用料の徴収）

第１１条 南下新井汚水処理施設の使用料（以下「

使用料」という。）は、納入通知書による払込み、

口座振替又は地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２３１条の２第６項の規定による指定をし

た者による納付の方法により、定例日（使用料の

算定基準日として市長があらかじめ隔月に定めた

日をいう。以下同じ。）の属する月分及びその前

月分として隔月に徴収する。

第１１条 南下新井汚水処理施設の使用料（以下「

使用料」という。）は、納入通知書又は口座振替

の方法により、定例日（使用料の算定基準日とし

て市長があらかじめ隔月に定めた日をいう。以下

同じ。）の属する月分及びその前月分として隔月

に徴収する。

２～４ ［略］ ２～４ ［略］

附 則

この条例は、平成２５年１２月１日から施行する。


